
第２回 上富田町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び 

運営法人選定委員会 会議 会議録 （要約版） 
 

下記日程の通り、上富田町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定委員

会を開催した。 

 

１ 開催日時 令和５年２月１７日（金） １３時２５分～１５時３０分 

 

２ 開催場所 上富田町役場 １階会議室 

 

３ 出席委員（４名） 

   神園 元気  鈴木 玲  古井 克憲  光吉 直也 （以上五十音順） 

 ※鈴木玲委員は和歌山県庁からWeb会議で参加 

 

 

４ 欠席委員（１名） 

   森岡 歩行 

 

５ 議題他 

（１）開会 

（２）議事 

①運営法人の公募に関する公募条件、募集要項について 

②運営法人の選定審査等における基本方針、申込書類様式について 

③運営法人の審査基準、審査項目について 

④公募の受付期間等、今後のスケジュールについて 

 

６ 事務局職員 

   木村 陽子  芝 健治  瀬戸 宏典  山根 愛 

 

７ 議事内容  次のとおり 
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議題 

（１）開会 

 委員長からあいさつ。 

 

（２）議事 

①運営法人の公募に関する公募条件、募集要項について 

 事務局から、資料１「なのはな保育所の民営化こども園の運営に関する公募条件、募

集要項（案）」に沿って説明。 

 

（委員）７ページの４欠格事項ですが、ここに記載している以外の項目も必要になると

思います。認定こども園の認可をする場合にはもっと細かい欠格事項がありますの

で、その辺りは後日、事務局に提示します。 

 （事務局）ありがとうございます。 

（委員長）認可に係る項目について、鈴木委員から事務局に示していただいたものを反

映するという形でよろしいでしょうか？ 

（事務局）ありがとうございます。 

（委員長）それでは、プレゼンの方法についてはどうでしょうか？ 

（委員）おそらく、考え方としては２つあると思うのですが、プレゼンしたい内容をよ

り正確に新鮮にお伝えするという意味からすると、機器を使用するべきだとは思い

ます。しかし、それは今までの持っているスキルとか、職員さんの中で出来る方が

いらっしゃるかという、その差がすごく付いてしまうと思われます。こういう公募

では、誰でもできるメディアでやった方が、つまり紙ベースでやった方が余計な差

がつかないと思いますので、私はそっちの方が相応かなと思います。ですが、他の

委員の今までの経験の中で、そういうプレゼンで実際のところはどうだったかとい

うのを教えていただきたいと思います。 

（委員長）プレゼンの機器の使用については、以前、橋本市での場合は、社会福祉法人

の方針とか、実際の保育はどういう様子なのかとか、大事にしている所を、膨大な

資料の中でもピックアップして説明するためにパワーポイントを使用しておられま

した。応募法人さんの中で、そういったプレゼンが得意な方が実際におられるかど

うかという所があるのかなと感じますが、おそらく、この申請書類を見るとすごく

膨大なものが出てくる中で、どこにポイントを置いて説明されるか、これはプレゼ

ンという形でなくても、例示みたいな形で焦点を絞ってもらうという事もあるのか

なと思います。もちろん、良し悪しがあるかなとは思いますが。 

（委員）私も同じように思います。ただ今の時代のこういう方法の中で、そういうメデ

ィアを使わずにプレゼンするというのも、逆の意味で負担が掛かるのかなと。そう
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いう事も思うので、それは我々審査をする側が、見た目の綺麗さや華美に翻弄され

ること無く、そのコンテンツで判断するという所を我々が気を付けるしかないかな

と思います。 

（委員）私も皆さんの御意見と一緒です。実際、映像技術とかも作り込みをされている

と印象が変わってくると思うのですが、それがまた、その事業者の今後の教育のス

キルの差というか、子どもへの伝え方のスキルでもあるのかなと思うので、プレゼ

ンはパワーポイントなどでもいいのかなと思います。 

（委員長）他の委員の方々もよろしいでしょうか？ 

 （委員）いいと思います。 

（委員長）では、映像機器を使用するプレゼンも可とする事でお願いします。 

他に、公募条件、募集要項について何かございませんか？ 

（委員）２ページの３番ですが、下から二つ目のなお書きのところですが、なお付属す

る設備及び遊具等について、新品に取り替えても、所有権は町のまま変更しないも

のとする。という箇所ですが、備品の取り替えにも町と運営法人が共同で負担をす

るというケースも有り得るのですか？ 

（事務局）事務局側の考えとしては、30万円未満で軽微なものについては、代表的なも

のは水道のパッキンなどですが、それはもう運営法人側にお願いする形です。ただ

し、30万円を超えるものについては、お互いに協議して負担をしましょうと。指定

管理では折半というのが多いのですが、我々が考えているのは、例えばこの間も社

会福祉協議会であったのですが、ボイラーの機器をごっそり変えたということがあ

りまして、500万円程度の経費が掛かったのですが、それは上富田町と社協で折半

しました。ただ、今回この保育所に関しては、基本的には町の施設ですので、備品

は新品であっても無償で貸与する形で考えています。 

（委員）それでは、備品の新品への取り替えに関しては、運営法人側に負担が生ずるケ

ースは基本的に無いという事で思っておいてよろしいわけですか。 

（事務局）我々としては、例えば30万円を超えた場合については、運営法人側にも一定

の負担をしていただく事を考えています。その負担割合については、折半が良いの

か、何とも言えないところがありますが。 

建物を見ても、旧園舎は平成８年建であり、新園舎は平成26年建ですので、備品も

様々で古いのもあれば新しいのもありますので、その状況その時々の協議の中で、

折半になるのか、3対7になるのかという事を話し合っていければと考えています。 

（委員）その上での質問なのですが、例えば半々で負担をして、30万円よりも高い、例

えば100万円の備品を買い半々で負担すると、運営法人が50万円の資金を出してい

ることになります。それであっても、その備品の全体の所有権は町にあるという理

解になりますか？ 
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（事務局）はい、そのように理解はしております。 

所有権は町のまま変更しないという事ですが、管理とか安全の面については、運営

法人側が持つという形で進めたいと思っています。 

（委員）その点をどこまで条件に書くのかという所と、決まってから調整していく部分

かという所は、ちょっと難しい部分かなと思う。ただし、明記しておくと分かりや

すいとも思う。 

（委員）もう１回、今の部分ですが、付属する設備及び遊具等について新品に取り替え

ました。ということは、古いものは破棄して、新しいものが目の前に現れるわけで

す。元の本体が残っていて、そこに一部、新しい機能を付け加えるという意味で、

機能がアップするような投資をするのであればいいと思いますが。新品への取り替

えと、所有権がそのまま変更しないという事です。 

   ただし、ジャングルジムを５個買い替え、新品に取り替えました。でも所有権は町

のまま変更しないものとする、というのはおかしいと思います。 

（委員長）なお書き以下の文章を、この公募条件に載せるかどうかという事になりま

す。ここに条件として書く必要があるのかという事です。金額についてもそうです

が、30万円以上というのは他の施設とも同じという事ですか？ 

（事務局）はい。指定管理の条件において、基準を30万円として、超えた場合は折半し

ている形が多いです。ただし、道の駅くちくまのに関しては、比較的大規模かつ新

しい施設に関しては、180万円を基準として、180万円までは事業者が負担して、18

0万円を超えたら上富田町に連絡いただいて協議する形でお願いしています。そう

いうパターンの場合もあります。今回は30万円を基準とさせていただいた、という

状況です。 

確かに委員長もおっしゃるように、ただし書きの、地盤沈下に起因する修繕につい

ては全額町費負担とする、という部分も、公募の条件とは言えない事柄かも知れま

せん。 

（委員長）元々は、町が設備及び遊具を貸与するという形をとっているので、そこの書

き方として有りなのかなという事は感じているところですが。 

（委員）難しいですね。これで良いかなという風に思うところもあるのですが。 

新しい備品を買い、半々で負担し、法人が30万円よりも高いお金を出しますが、そ

の所有権は町になります。そうなった際に、運営法人側がどう会計処理をするのか

と考えた時に、普通なら資産を手に入れたという処理をしますが、おそらくそれは

無理ですので、何か負担金のようなものを支払った形になると思います。そういう

経理処理に成らざるを得ないと思うので、その事を支払う側がきちんと理解できる

かどうか、そこがポイントだと思っています。 
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（委員長）いかがでしょうか？この条件はあっても良いという議論と、後々それで法人

さんが会計処理をどうするかという所が出ています。 

（委員）公募の条件として、30万円の基準についてはあっても良い部分だとは思いま

す。問題は、なお書きの後の部分だと思います。中々どう解釈するのか難しい状況

です。今、この文言を素直に読むとしたら、新品を町の全額負担で取り替えた時は

こうですよ、という読み方ならこれでいいと思いますが。その趣旨で記載している

なら、このままで良いとも思いますが。 

（事務局）一点、我々としては、今回の公募において運営法人とは10年間の協定期間と

なりますが、その後は違う運営法人になる可能性があります。そうなりますと、町

としては備品などをそのまま置いておいてもらいたいという事があり、この表現と

した経緯があります。その事により、委員の皆様が言われる通り、矛盾があるよう

な表現になっています。 

（委員）新品に取り替える場合に、その時によって負担割合が違う場合も有り得るとい

うことですね。そうすると、公募条件としてなくても、後で運営法人と町が処理し

て決めていけることかなと。 

（委員長）それでは、なお書き以降は削除ということでよろしいでしょうか？ 

ありがとうございます。 

また、その下の４番の大型、大量の備品購入については協議した上で決定する、と

いう文言とも合わせておくという形でお願いしたいと思います。 

 他に御意見等ありませんか？ 

（委員）３ページの６番、特別教育、保育事業と記載していますが、これは特別支援教

育のことですか？保育園の障害児保育のことは条件としないのでしょうか？ 

（事務局）申し訳ございません、幼稚園に関しては特別支援教育、保育所に関しては特

別保育事業として、表記を改めます。 

（委員）７ページの一番上の（２）のところですが、令和５年10月１日現在で学校法人

または社会福祉法人であるという事が条件ですが、10月１日という日付は何でしょ

うか？ 

（事務局）令和６年の４月から開園するとなりますと、遅くとも半年前に協定書を締結

し、引き継ぎ保育についても半年前から実施したいと思いますので、最低限ここま

でには法人格の取得を間に合わせていただくよう考えています。 

（委員）それでは、法人である事というのは、何をもっての判断になりますか？ 

 

（事務局）事務局としての想定では、学校法人、社会福祉法人ともに、和歌山県への設

立申請や認可があると思いますので、その時点でと考えていました。 
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（委員）法人が設立して登記が完了するのと、和歌山県での認可が完了する時期という

のは、おそらくタイムラグが生じると思いますので、どちらかにするか、明記した

方がよろしいのではと考えます。厳密な手続きの事なので、誤解がないように。 

（事務局）では、指定日に登記されていることを条件として記載を修正します。 

（委員）それと、６ページの（１）ですが、表記が分かりにくいところがあり、現に町

内で保育所等を運営しているのは、既に学校法人や社会福祉法人ではないのです

か？既に法人格を取得しているのでは？ 

（事務局）現在のところ、町内の１法人については、有限会社のまま保育園を運営して

います。 

（委員）その有限会社が申し込まれるとなると、万が一、和歌山県の認可を受けられな

かった場合のリスクはどうでしょうか？ 

（事務局）公募条件の他の項目にもありますが、実際に保育教諭を確保できなかった場

合など、そういった場合と同様に、一旦選定されても取り消しという形になりま

す。 

 （委員）取り消しになるというのは、公募条件に記載している？ 

（事務局）９ページの上からの（５）などに、誠実に履行してください、これらの提案

内容が遵守されないと明らかになった場合に決定の取り消しや契約の解除を求める

ことがあります、と記載していますが、ちょっと弱い記載でしょうか。 

（委員）私は今の内容で、有限会社が申し込みをされること自体は担保されているので

いいと思います。また、保育士さんの数が確保できない場合でも、条件はここに書

いている関係書類に記載した項目でカバーできるので、大丈夫だと思います。た

だ、社会福祉法人や学校法人の法人格を取得できなかった場合については、この項

目ではフォローできてないように思うのですが。 

（委員長）いかがでしょうか？応募資格や条件に沿わなかった場合は取り消しになりま

す、という事を明記するのか、そもそもこの条件自体を考え直すのか。 

（委員）７ページの（２）に、応募資格及び条件の一つの項目として記載しているの

で、結果的にこれが充足されなかった場合は、できなかったという根本に戻るとい

う事なので、そういう意味ではこのままでいいのかなとは思います。 

ただし、有限会社が応募した場合にどうなるかという事を想定しつつ議論をしてい

るのですが、審査が終了しても、社会福祉法人などの法人格を取得できなかった場

合は、また審査をやり直さないといけない。 

（事務局）複数の申し込みがあれば、次点の応募法人が繰り上がることになります。 

（委員長）どうでしょうか？万が一ですが、法人格を取得できなかった場合、取り消し

になるという文言をはっきりと公募条件に記載するというのは。 
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（委員）記載したいところですが、そこまで記載すると、あまりにその有限会社が絞ら

れるようにも思います。どこの話かというのが分かり過ぎるような気もするので、

このままでいいとは思います。ただ、６ページにも７ページにも法人という言葉が

出てきており、その次に、学校法人、社会福祉法人、と記載されているので、大半

の人は同じ事だと思って、読み飛ばしてしまうと思います。この言葉の意味の違い

が、すごく多くの意味が含まれているので、表記はこれでいいのかも知れません

が、説明する際には、そこを誤解のないようにすることが重要だと思います。 

（事務局）承知しました。 

（委員）橋本市の場合は、まず法人の審査をし、同時に保育所の運営法人を審査する流

れで進めたという経緯があったと思います。ただ、表記はこれでいいと思います。 

（委員）10月１日時点で学校法人や社会福祉法人であるということを満たせない見込み

の場合は、もう応募しないと。そこまで考えて応募する必要があるということです

ね。今から半年間では、申請しても難しいのでは。そうなると、また戻ってしまい

ますが、この条件があることによって、逆に条件に合わないと思われてしまう所が

あるかも知れない。広く募集しているのではなく、もう少し絞っているという事が

伝わる形になると思います。 

（事務局）門戸を広くすることで、有限会社にも応募の資格があるという形にはしてい

ます。 

（委員長）難しい記載になります。 

（委員）現実的にはこういう表記になると思いますが、落ち着いて読んでみると、その

応募日時点での応募資格とした方が一番スッキリすると思いますが、門戸を広げる

上ではこういう標記にならざるを得ないのかなと思います。誤解のないようにだけ

説明をする必要性を非常に強く感じています。これは感想で申し訳ありません。 

（委員長）分かりました。それでは、表記としてはこのままということでお願いしま

す。 

では他に、募集要項についてご質問等あればお願いします。 

無いようですので、次の議事に進みたいと思います。 

 

 

②運営法人の選定審査等における基本方針、申込書類様式について 

  事務局から、資料２「民営化こども園 運営法人選定審査における基本方針（案）」

資料３「提出書類一覧表、別記第１・２号様式、様式１～６（案）」に沿って説明。 

 

 （委員）様式５の特別保育事業提案書ですが、この特別保育というのは、例えば延長保

育とか、一時預かりといったものですか？ 
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（事務局）もちろんその部分も含めてのことですが、例えば幼児教育で特別な事や、一

般的では無い特別な教育・保育内容を実施する計画がある場合に提案いただきたい

と思っています。 

（委員）以前に法律が改正されて、今は地域子ども子育て支援事業というものがありま

すが、それとは同一では無いという事ですか。 

（事務局）現在は地域子ども・子育て支援事業で、通称13事業というものがあります

が、これとは違うものを想定しているところもあります。 

（委員長）名前がちょっと紛らわしいという事ですね。 

（委員）資料１の３ページの６特別教育・保育事業、これに絡むのでしょうか？それと

もまた別の事で、幼児教育とか特別な保育サービスを提案していただくという事で

すか。 

（事務局）それとは別の事業で提案していただく形になります。 

（委員）地域の特性に合った、その認定こども園のオリジナルな提案を記載していただ

きたいという事ですね。承知しましたが、ちょっと紛らわしいので、どこかに説明

を書いた方が分かりやすいかなと思います。 

（事務局）承知しました。 

（委員長）委員から提案いただいた、特別保育事業についての名称の変更や、説明書き

の内容については、事務局に一任するという形でお願いできればと思います。 

あと、私の方から、提出書類の中に、認定こども園を運営するにあたっての、保育

計画や指導計画という書類は、この中に含まれているのでしょうか？年齢児別の年

間計画を提出してもらい、子どもの成長や発達に合わせた保育をするのかを見るた

めに、審査書類に含めた方が良いのではと思います。現在、保育所や幼稚園を運営

しているのであれば作成しているとは思いますが、幼稚園だと３歳以上になります

し、保育園でも低年齢児だけの分は作成していると思います。様式は自由でいいと

思います。 

（事務局）承知しました。 

（委員長）他に皆様の御意見ありませんか？ 

（委員）提出書類一覧表ですが、応募する法人の種類によって必要な書類とそうでない

書類が混在していると思います。備考欄に書いていますが、例えば事業活動計算書

は社会福祉法人であり、事業活動収支計算書は学校法人ということで、この備考欄

を三つに分けて、社会福祉法人、学校法人、例えば会社等という欄を設けて、丸を

付けて、必要な書類が一目で分かるようにすれば良いと思います。 

   そして次に、留意事項のところですが、２つ目の米印の監査結果のところですが、

社会福祉法人は県の指導監査の結果と通知と回答文書で、学校法人は会計士や監査

法人の監査報告を求められているので、これはこれで良いとおもいますが、その他
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の法人の場合にも何か監査的な書類を提出してもらうよう、バランスの取れる書類

を求めないといけないと思います。ただ、今は思い付かないです。例えば有限会社

が児童福祉的な事業をしているのであれば、その事業の部分に対して何らかの行政

の監査的な事があるのなら、そもそも文書を付け加えてもらうようにしないと、三

者のバランスが取れないのではないかとは思います。有限会社を想定するのであれ

ば、事業活動計算書ではなく損益計算書ということになりますので、その辺り全

部、三者のパターンを網羅できる分類を組み直した方がいいのではと思います。 

（委員長）この様式は、どこかの市町村を参考に作られているということですね。結構

丁寧に、報告書類も多岐に渡っているのかなとは感じています。 

（委員）運営費関係の書類の問題とかは、他の委員の御指摘のとおりだと思います。ま

た、地域との連携が今すごく重要で、保幼小連携についても、接続する認定こども

園においては小学校と連携を取って情報を伝えていく必要があると思いますので、

地域や学校との連携という部分も審査基準に入れていきたいと思います。当日の審

査の時にも、運営法人に伝えていければと思います。 

（委員長）学校や地域社会との連携も重要ではないのかなと感じました。いかがでしょ

うか？近隣の地域住民との繋がりや、町内の幼稚園や保健センターとの繋がりとか

も大事だと思います。資料３の事業計画書の項目に、地域との連携という設問を加

えてもいいでしょうか？ 

   よろしいでしょうか？では次の議題に進みます。 

 

 

③運営法人の審査基準、審査項目について 

  事務局から、資料４「上富田町立なのはな保育所 民営化こども園運営法人選定審査

基準（案）」、資料５「上富田町立なのはな保育所 民営化こども園運営法人選定審査

項目（案）」に沿って説明。 

 

（委員）資料５で確認したいのですが、例えば番号④の、緊急時の対応マニュアルの整

備等の事故対応のみならず、日頃から事故防止、安全面に対する管理体制について

の具体的な取り組みをされているか、という項目ですが、具体的な取り組みがされ

ているかという事は、これはまだ運営してない状態になると思いますが、これは今

後の計画のことを指しているのでしょうか？現在運営している保育所などで計画が

定められているかという意味でしょうか？ 
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（事務局）応募条件として、現在保育所等を運営している法人として絞っていますの

で、今現在の保育所での体制やマニュアルが整備されているか、また避難訓練とか

を実施しているか、というところを想定して審査項目としたところです。 

（委員）あと、保育内容の⑧⑨ですが、延長保育の取り組みは公募条件と比べてどう

か。土曜保育の取り組みというのも、これは現在の施設での取り組みということで

しょうか？ 

（事務局）延長保育については、公募条件案の中で、上富田町立保育所では19時までと

していますので、最低限そこまでは延長して欲しいという事で記載しています。 

（委員）そうでしたら、これは今後の計画の事になりますので、採点表では今後の計画

と現在の取り組みが混在している形です。職員体制についても、今後の計画の事だ

と思いますので、全般的に今後の計画と現在の取り組みを分かる形で整理していた

だけたら採点しやすいかなと思います。 

（委員）その他の②ですが、地域の子育て支援について積極的に取り組むものになって

いるか、という採点ですが、ある程度の具体性を見たいと思うのですが、そういう

体制があるのかという表現を加えてもらうことは可能でしょうか？積極的にという

部分もそうですが、具体的な事業内容が考えられているかという部分を入れていた

だきたいと思います。それに伴って、先程の事業計画書も、具体的にどういった事

業をするかという項目を追加していただければと思います。 

（委員長）その部分と、先ほど申し上げた、保育計画や指導計画が適切であるかという

項目を加えていただければと思います。現状の保育園や幼稚園を運営している場合

と、新しく運営する認定こども園でどう計画をしているかということを両方審査し

たいと思います。運営のバランスも取れたものになっているかというところは大事

だと思います。 

他にもありませんか？一人ひとり聞いてもよろしいでしょうか？ 

（委員）細かく変えていただいているので、これで良いと思います。あとは応募者から

出していただけたものを評価するしかないのかなと思います。ただ、少し評価する

部分が難しいというのが正直なところです。例えば、行事を引き続きちゃんとやっ

てくれるかというところや、保護者として子供の成長をちゃんと見守れるような運

営をしてくれるかとか、その評価項目は保護者との連絡連携体制の項目になるかも

知れないですし、保育教育の質の向上の項目に入るのかも知れないと思います。現

状では、私も見た限り細分化された方かなと思いますので、これで良いとは思いま

す。 

（委員）法人の運営面については、⑥⑦⑧⑨が対応するのかなと思いますが、保育所や

幼稚園等の運営の実績や経験は十分あるか、という項目ですが、実績は分かります
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が法人の経験とは何かという部分です。運営に携わる職員の経験という意味かなと

は思いますが。 

それと⑧ですが、細かい話ですが、資金収支と財産状況と記載してしまうと、主に

社会福祉法人と学校法人の視点が強いかなと。先ほども決算書の提出書類にありま

したが、事業活動計算書とか事業活動収支計算書では、有限会社から出てくるであ

ろう損益計算書とていうのに損益状況という言葉が当てはまりますので、資金収支

や損益状況を財産状況というふうに、言葉を３つにしていただくと、全部カバーで

きるかなと思います。 

（委員長）では、この法人及び保育所運営の⑥で、経験という文言は取って実績のみと

いうことで。保育所、幼稚園等の運営の実績は十分あるか、との記載でお願いしま

す。そして⑧の資金収支や財産状況の中に、損益状況を入れるということでお願い

します。 

（委員）採点表の乗率に関してですが、保育内容④と⑤では、④の障害児を適切に受け

入れるという項目と、⑤の配慮を要する児童という項目で、配慮と言っても色々な

事もあると思うので、この乗率は同じ１乗で良いのではと思います。どちらかを２

乗にすると、なぜこっちは１乗なのかと感じると思います。すごく要配慮児童のこ

とを念頭に置いた保育という事を重点的に見るという項目ではあるのかなと思いま

すが、両方１乗で良いのではと。 

あとは、上富田町の特徴として⑩と⑪とか、重点を置きたい項目はあると思います

ので、乗率を設けること自体は良いと思いますが、どうでしょうか。 

（委員長）引き継ぎ保育というのは、一般的には、例えば児童が早朝から来ていた場合

に、昼前ぐらいに違う保育士に引き継ぐ場合の事を言うと思いますが、この場合は

違う事を想定していると思われます。おそらく、この文言を一般の方が読むと分か

らないと思うので、ちょっと表現を変えるか、注釈をつける方が良いと思います。 

（委員）職員体制の③も乗率があり、２乗で良いかなと思いますが、これは今後の計画

を含めていると思うのですが、給与規則などは提出を求めていないので、詳細に判

別するのは難しいと思います。 

（委員長）職員の待遇や、保育士の待遇というのはすごく大事なところかなとは思いま

す。 

今の項目のところで、職員体制の③のところですが、職員は資質や専門性の向上に

向けた研修、キャリアアップ研修というのを受けてもらうことによって職員の給与

面が改善していくという仕組みがありますが、事務局としてはそういう趣旨で項目

を設けているという事でしょうか。 

（事務局）キャリアアップの事などは、正直に申し上げるとそこまで考えては無かった

ところですが、給与面と研修とは連動していると思います。 
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（委員長）そうですね、研修を受けるとキャリアアップで給与面も改善されていくとい

う流れになると思います。ただ、採点表ではこれで良いとは思います。 

（委員）これは、この採点表や乗率も全て公開するのですか？ 

（事務局）運営法人の実際の点数については、合計点のみ公開します。 

ただし、資料については、この採点表も含めて、資料１から５まで全て町ホームペ

ージで公表する想定です。 

（委員）確かに乗率を付けた理由が必要だと思いますので、特に最後の、その他アピー

ルできる提案なども乗率が２倍というのは、もし満点で200点とするなら全体の倍

率を変えるとか、そういう形の方が良いように思う気がします。 

（事務局）特に200点にこだわっているのではなく、設問が全部で30問ということで、

帳尻を合わせるような形で辻褄を合わせたものですが、あくまでも素案という事で

お願いしたいと思っています。 

（委員長）いかがでしょうか？全部の項目が大事だとも思いますので、乗率は全部１倍

でも良いかもとは思われますが。 

乗率は公表しないという形もできるかとは思いますが、そうなると公表の仕方がお

かしくなるので。いかがでしょうか？乗率を付けない方が良いかと思われますが。 

（委員）もちろん主観が入るのはいいと思う。上富田町、町としての考えが入るのは良

いと考えています。 

ただ、それぞれの立場で、この項目に乗率を設定した方が良いというのは違ってく

ると思います。私からすると、財務的な書類の採点が乗率１だと、いやそんなこと

ないのに、なんて思ったりもする。そうなってくると、変化を付けようがないの

で、今回の審査項目については、なのはな保育所が移行していくという、そこに力

点があるのが特徴だと思うので、そこに関わる部分のウエイトを高めて、他は出来

るだけ一緒にしておいた方が良いと思います。ただ、どれがそれに当たるのかと言

われると、ちょっと分からないところなのですが。そういう捉え方が適切かなと思

います。 

（委員長）いかがでしょうか。重きを置いている項目があるのかということも検討しな

いといけないです。細かくいえば区分も、配点の割合とかも難しいですね。 

（委員）町としては、公立からの移行という事が重点項目だと思われる。そこだけを、

移行に対する取り組みの区分を採点表に新たに作成しても良いと思う。 

（委員長）いかがでしょうか？時間がちょっと長くなりましたので、今回、委員の皆様

で十分意見を出していただきましたので、それを受けて事務局で書類を修正してい

ただき、後日、委員の皆様にお伝えし、それで良ければ了承していただく形で進め

たいと思います。改めての委員会としては開催せずに、書面で各自、委員に見てい
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ただくという形でお願いしたいと思います。他に御意見ありましたら、お伝えいた

だければと思います。 

（委員）採点項目についても、ある程度は包括的に判断しようと思いますので、そこま

で厳密にしなくても良いかと思います。 

（委員長）他に何かご意見ございますか？では、今の議論を踏まえまして、審査項目に

ついては上富田町として今後の引き継ぎ計画に重点を置く。他の部分も再度校正し

ていただいて、書面を送っていただき、それで決定するということで。よろしいで

しょうか？ 

それでは、次の議事に進みたいと思います。 

 

 

④公募の受付期間等、今後のスケジュールについて 

  事務局から、資料６「なのはな保育所民営化こども園 スケジュール（案）」に沿っ

て説明。 

 

（事務局）今回お願いしたいのは、資料１に戻りますが、次回の第３回の運営法人選定

委員会の日程についてです。実際の応募法人からのプレゼンや採点をする日付につ

きまして、本日、決めることをお願いしたいと思っています。今後、１ヶ月の公募

期間を設定したいと思いますので、我々の想定としましては３月中旬から４月中旬

までの間とすると、４月中旬から５月中旬までの間で、第３回の委員会を開催して

いただきたいと思っていますので、皆様の御予定をお聞きしたいと思います。 

応募法人には、最初の１週間後ぐらいには現場説明会という形で、現地のなのはな

保育所を見ていただきたいと考えています。その１週間後には、質問表を出してい

ただいて、我々から回答し、申込書類等を記載していただいて、４月14日の金曜日

までに提出いただきたいという流れとしまして、できましたら、４月17日の週、24

日の週のどこかで、次の第３回の委員会を開催していただいて、プレゼンをしてい

ただきます。そしてその日のうちに採点していただき、選定結果を町長に答申して

いただく、という形で考えておりますが、皆様の日程はいかがでしょうか。 

（委員長）４月17日の週ということで一つの案ですが、ゴールデンウィークまでの間

で、皆様のご都合はどうでしょうか？応募される法人も、平日は仕事があると思い

ますので、休みの日が良いかも知れないです。 

（委員）私も４月に入ると、土日が良いかなと思います。確実に私が行けるのは、23日

の日曜日になります。 

（委員長）他の皆様はどうでしょうか？ 

それでは、４月23日の日曜日を第１候補としてお願いします。 
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午前か午後はどうでしょう？よろしければ午後１時半という形が一番いいでしょう

か？ 

それでは、４月23日の１時半から３時半、４時ぐらいまでを目安にということでよ

ろしくお願いします。 

 （事務局）恐れ入ります。ありがとうございます。 

 

 

⑤その他 

（事務局）それでは、３月15日から公募開始とし、町ホームページ等へ掲載するのはそ

の前日の３月14日として、４月14日まで受け付けたいと思います。その中で、委員

の皆様方には、応募があった法人からの資料を出来るだけ早急にお送りさせていた

だきます。事前にご覧いただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

以上 


